
■情報公開制度とは
行政情報の公開は、南国市行政情報公開条例に

基づき、公開請求できることになっています。
　南国市行政情報公開条例は、公開するための手
続きや公開することの判断基準を定めた条例です。
　しかし、公開を目的とした情報や従来から公開
の請求をしなくても提供されてきた情報など（情
報提供といいます）については、これまでどおり
取り扱われます。

※お問い合わせは、総務課総務係（�８８０ー６５５１）まで

公開請求・申出件数 処理（決定）状況 不服申立て
９　　　 公　　開　１ －

一部公開　８ ２

市長部局 ８ 非 公 開　０ ０
（（ 市長部局外 １ 不 受 理　０ －

取 下 げ　０ －

◎平成16年度
　　　　行政情報公開条例の公開請求と処理状況

◎平成16年度
　　　　個人情報保護条例の開示請求と処理状況
開示請求などの件数　　内容別件数 処理（決定）状況

１ 開示請求　　１　　　公開１

市長部局 ０ 訂正請求　　０　　　　－
（（ 市長部局外 １ 適正処理の申出 ０　　　　－

苦情・相談　０　　　　－

■個人情報保護制度とは
　市が保有する個人の情報の収集、保存、利用な
どのすべてにわたる総合的な保護制度です。
　南国市個人情報保護条例は、市が保有する請求
者本人の情報を知ることができる「開示請求権」、
その情報の適正な処理を申し出ることができる
「訂正請求権」を定めた条例です。

Q．公開の対象となる行政機関は？
議会を含む市役所のすべての行政機関です。

Q．公開の対象となる行政情報とは？
①市の職員が、職務上作成・取得したもの

　（個人的な検討段階の資料は対象外です）
②文書、図書、写真、フィルム、録音・録画テ

　　ープなど
③市の職員が組織的に用いるもの
④市が保有しているもの

Q．公文書はすべて公開の対象ですか？
平成９年４月１日以後に作成・取得した公文

　書は、すべて対象となります。
Q．公開の請求はだれでもできますか？
　どなたでも請求することができます。
Q．公開の請求はどうすればよいのですか？
　　「行政情報公開請求書」を事務担当課または
　総務課に提出します。電話や口頭での請求は認
　められません。

Q．公開できない公文書がありますか？
公文書は、原則公開となっています。ただし、

　次のような情報が記録されている公文書は、公
　開できません。
①法律や条令等で、公開を禁じられている情報
②個人に関する情報
　＊請求者本人に関する情報でも行政情報公開

　　　条例では、公開できません。請求者本人が
　　　自分自身の個人情報記録の公開を請求する
　　　ときは、個人情報保護条例に基づき請求す
　　　ることになります。
③法人等の事業活動に関する情報
④生命等の保護及び犯罪の予防・捜査等に関す

　　る情報
⑤市及び国・その他の地方公共団体間の事務事

　　業に関する情報
⑥法人等又は個人の任意の協力により提供され
　　た情報

「排水処理施設の維持管理委託業務契約書関係」
の文書のすべてを公開し、「農業振興地域の整備
に係る法律に基づく農用地の適用除外の申請書等」
など８件については、特定の個人を識別すること
ができる個所などを除き公開しました。
不服申立ては２件ありましたが、１件は申し立

ての一部を容認し、もう１件は棄却しました。

　条例に基づく開示請求が１件ありました。その
ほか訂正請求、適正処理の申出および苦情・相談
はありませんでした。

　市では、多くの情報を保有し、管理してい
ます。
　これらの情報を市民のみなさんに広く公開
するための手続や公開の基準を定めた南国市
行政情報公開条例が、平成９年に制定されま
した。

内訳内訳内訳 
内訳内訳
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　昨年度に引き続き、領石地区において８月ごろ
から（６月に説明会を開催予定）地籍調査事業に
よる一筆地調査を行います。
　土地所有者の方は、８月までに地元の地籍調査
推進委員の立会のもとに隣接地との境界杭の設置
をお願いします。境界杭は地籍調査推進委員会に
用意しています。

※お問い合わせは、土地対策課（�８８０－６５６４）まで
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介
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介
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介
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介
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。
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っ
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知
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葉
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。
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と
り
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相
手
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状
況
を

知
り
、
相
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な
ろ
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る
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権
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に
つ
な

が
っ
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す
。

　
「
相
手
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
」
よ

く
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
が
、
そ
の
力
を

身
に
つ
け
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
よ
う
で
す
。
け
れ
ど
、
言
葉
、
感
情

な
ど
の
人
類
が
持
つ
素
晴
ら
し
い
特
性

を
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か
し
、
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ず
つ
身
に

つ
け
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
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く
れ
る
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く
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自
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発
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れ
な
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き
た
い
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思
い
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す
。
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①事業計画・準備 ③地籍測量②一筆地調査
事業計画の策定・関係機関との
連絡調整、住民への説明などを
行い、地籍調査を始める体制を
つくります。

一筆ごとの土地について、公図
等の資料により調査した後、関
係者立ち会いのもとに、毎筆の
土地について、所有者、地番、
地目、境界の調査を実施します。

図根点を設置し、段階を踏んで
測量を行い、各筆ごとの面積を
測定します。これにより各筆の
位置が地球上の座標値で表示さ
れることになります。

　この調査は土地の一筆ごとの所有者、地番、境
界などを確定するもので、災害時の境界復元や境
界紛争の防止に役立ちます。地域並びに関係者の
皆さんのご協力をお願いします。

■調査実施区域／領石字深サコ、牛月、口ミノ尾
　谷、長尾山、中野、サライ谷、松ノ本、粟尻、
　片地の各小字の区域
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